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平成２８年６月１５日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）違反行為の未然防止と事業者及び事業

者団体（以下「事業者等」という。）の適切な事業活動に役立てるため，事業者等が

実施しようとする具体的な行為に関して個別の相談に対応しています。 

また，公正取引委員会では，事業者等の独占禁止法に関する理解を一層深めること

を目的として，相談者以外にも参考になると考えられる主要な相談の概要を取りまと

めて相談事例集として毎年公表しています。 

このたび，公正取引委員会は，平成２７年度における事業者等の活動に関する主要

な相談事例を取りまとめ，「独占禁止法に関する相談事例集（平成２７年度）」として

公表することとしました。 

今回の相談事例集に掲載した事例の中で，特徴的なものとしては，次の事例があり

ます。 

 

１ メーカーによる差別取扱い（事例１） 

市場における有力な日用品メーカーが，メーカーの推奨する販売方法を採用する

小売業者に対してのみ顧客への商品発送をメーカー負担で代行することについて，

当該販売方法自体に公正な競争を阻害するおそれはないこと，また，小売業者は，

販売形態にかかわらず当該販売方法を採用することが可能であり，本件取組は小売

業者の販売価格等についての制限の手段として行われるものではないことから，独

占禁止法上問題となるものではないと回答した事例  

 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部相談指導室 

         電話 ０３－３５８１－５４８１（直通） 

 ホームページ http://www.jftc.go.jp/ 



２ 競合するメーカー間の相互ＯＥＭ供給（事例５） 

住宅等に用いられる建材のメーカー２社が，輸送費削減のため，建材の相互ＯＥ

Ｍ供給を行うことについて，我が国において当該建材を製造するメーカーは２社し

かいないものの当該建材との競争が活発化してきている他の建材と合わせた市場

においては，２社の合計シェアは約２０パーセントであること，２社は，本件取組

後もそれぞれ独自に建材を販売し，互いに販売価格，販売数量，販売先等には一切

関与しないこと等から，独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例 

 

３ 農業協同組合による共同購買事業の利用強制（事例１３） 

農業協同組合が，組合員に対し，農業用の機械購入のための補助金を支給するに

当たり，機械及び資材を協同組合の共同購買事業を通じて購入することを条件とす

ることについて，当該協同組合の所在する地域において機械及び資材を購入する者

のほとんどが組合員であること，多くの組合員は当該協同組合から支給される補助

金を利用して機械を購入していることから，当該地域における機械及び資材の販売

市場における競争者の取引の機会の減少につながるおそれがあり，独占禁止法上問

題となり得ると回答した事例 

  



＜参考＞ 

相談内容別件数（企業結合に関する相談を除く。）         （単位：件） 

 平成２６年度 平成２７年度 

「事前相談制度」による相談 ０ ０ 

 
事業者の活動に関する相談 ０ ０ 

事業者団体の活動に関する相談 ０ ０ 

一般相談 １，４６３ １，３８１ 

 

事業者の活動に関する相談 １，２２６ １，１８２ 

 

○流通・取引慣行に関する相談 

（うち優越的地位の濫用に関する相談） 

○共同行為に関する相談 

○技術取引に関する相談 

○共同研究開発に関する相談 

○その他 

９６９ 

(３９４) 

１１６ 

３８ 

１４ 

８９ 

９６９ 

(４３２) 

８０ 

３５ 

１２ 

８６ 

事業者団体の活動に関する相談 ２３７ １９９ 

合計 １，４６３ １，３８１ 

 


